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(57)【要約】
【課題】　一つのごみ容器で複数種類のごみの分別投入
を可能として少ないスペースでも設置できるようにする
。
【解決手段】　本発明のごみ容器１は、上部が開口して
内側にごみ回収用の内袋が収容される容器本体２と、ご
みの投入口３５を備えて容器本体２の上部に取り付けら
れる蓋体３を有する。蓋体３は、片流れ状に形成された
傾斜面３ａを備え、この傾斜面３ａの傾斜流れ方向に複
数個の投入口３５が配列される。容器本体２は、投入口
３５の配置に対応させて複数の内袋を保持しうる袋取付
部材が備えられ、これらの内袋により内部が区画される
ようになっている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部が開口して内側にごみ回収用の内袋が収容される容器本体と、ごみの投入口を備え
て前記容器本体の上部に取り付けられる蓋体を有し、
　前記蓋体は、片流れ状に形成された傾斜面を備え、この傾斜面の傾斜流れ方向に複数個
の投入口が配列されており、前記容器本体は、投入口の配置に対応させて複数の内袋を保
持しうる袋取付部材が備えられて、これらの内袋により内部が区画されることを特徴とす
る分別用ごみ容器。
【請求項２】
　請求項１に記載の分別用ごみ容器であって、
　前記容器本体は隅部にアールを設けた略直方体形状の外形状に形成されるとともに、上
部開口の長辺方向に沿って前記蓋体の傾斜面が設けられて、容器本体の内部が上部開口の
長辺方向を分割するように区画されていることを特徴とする分別用ごみ容器。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の分別用ごみ容器であって、
　前記蓋体の投入口は、蓋体の傾斜面に形成された互いに同形状の複数個の開口孔に、投
入口が開設された着脱自在な投入口部材を装着して設けられることを特徴とする分別用ご
み容器。
【請求項４】
　請求項３に記載の分別用ごみ容器であって、
　前記投入口部材は、略円形あるいは楕円形の投入口、略矩形の投入口、または開閉蓋付
きの投入口のいずれかが形成されていることを特徴とする分別用ごみ容器。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一つの請求項に記載の分別用ごみ容器であって、
　前記袋取付部材は、容器本体の上部開口縁の内側に沿って配設される押さえ枠と、容器
本体の対向する側面間上部に架け渡される仕切材とを備え、
　前記仕切材は、一体とされた平行板材に内袋の端部を係止可能な凸部が設けられて、平
行板材間に内袋の端部を折り返して係止させるとともに、前記押さえ枠にて前記内袋を容
器本体の上部開口縁の内側に沿って保持することを特徴とする分別用ごみ容器。
【請求項６】
　請求項５に記載の分別用ごみ容器であって、
　前記仕切材は、その両端部を、容器本体の上部開口縁における対向する内側面にそれぞ
れ固着される固定部に固定しうる構造を有し、各固定部には、仕切材の端部を嵌入可能な
固定孔が複数個配設されていることを特徴とする分別用ごみ容器。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一つの請求項に記載の分別用ごみ容器であって、
　前記容器本体は、さらに、隣接して並べられた他の容器本体と一体に結合可能な連結部
材を備え、
　この連結部材は、隣接する容器本体の上部開口縁にそれぞれ嵌着されて挟持する二つの
挟持部と、これらの挟持部間に設けられて隣接する蓋体の取付クリアランスを形成する溝
部とを有することを特徴とする分別用ごみ容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ごみを分別して廃棄・回収可能な分別用ごみ容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ごみを分別し、可燃ごみと不燃ごみとを分けて廃棄するだけでなく、リサイクル
の可能なごみを資源ごみとして回収することが一般化している。特に、毎日多くの人が利
用する駅や公共施設、また商業施設やオフィスビルなどのように、多量のごみが出される
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場所では、ごみを可燃ごみ、不燃ごみ、ビン、缶、ペットボトル等の種類別に分別して回
収するように、専用のごみ容器を設置することが重要となっている。
【０００３】
　多数の人が容易にごみを分別して廃棄できるようにしておくには、設置するごみ容器に
、その容器に投入すべきごみの種類をわかりやすく示し、また、分別を無視したごみの投
入を防ぐ必要がある。そこで、回収するごみの種類ごとに表示し、ごみの投入口の形状を
異なるものとしたり、ごみ容器や投入口の色を変えたりする工夫がなされている。
【０００４】
　しかし、一箇所で複数種類のごみをそれぞれ分別して回収するには、分別する種類に対
応する個数のごみ容器を設置しておかなければならず、ごみ容器の設置に場所をとってし
まうため、給湯室や休憩室のように狭い場所であっても設置できる分別用のごみ容器であ
ることが必要とされた。
【０００５】
　分別用のごみ容器として、例えば、特許文献１には、普通ごみを収容する第１ごみ容器
と、空き缶等の回収ごみを収容する第２ごみ容器とを、上下二段に積み上げた構造のごみ
容器について記載されている。このような構成により、狭い場所あっても２種類のごみを
回収できるように意図されている。
【特許文献１】特開平９－８６６０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記従来のごみ容器の場合、上下二段にごみ容器を積み上げた構成であるので、それぞ
れの容器の容量があまり大きくなく、ペットボトルなどのように嵩ばるごみであれば、容
器がすぐにいっぱいになってしまうという問題点がある。また、ごみ容器に投入されたご
みを回収するには、下段のごみは上段のごみ容器を取り除かなければ作業できず、手間が
かかるものである。さらに、このような分別用のごみ容器を設置するに際し、新規のごみ
容器を購入するだけでなく、できるだけ既設のごみ容器を利用して、ごみを分別できるよ
うにすることが、環境面を考慮してもより望ましいものとなる。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記のような問題点にかんがみてなされたものであり、一つのごみ
容器で複数種類のごみの分別投入を可能として少ないスペースでも設置でき、ごみ容器の
中に取り付ける回収用の内袋も、分別数に対応させて複数枚をきちんと保持できるように
するとともに、ごみの回収や内袋の取り替え作業も容易に行える構造とし、また、既設の
ごみ容器をそのまま利用することも可能な分別用のごみ容器を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記した目的を達成するため、本発明に係るごみ容器は、上部が開口して内側にごみ回
収用の内袋が収容される容器本体と、ごみの投入口を備えて前記容器本体の上部に取り付
けられる蓋体を有し、前記蓋体は、片流れ状に形成された傾斜面を備え、この傾斜面の傾
斜流れ方向に複数個の投入口が配列されており、前記容器本体は、投入口の配置に対応さ
せて複数の内袋を保持しうる袋取付部材が備えられて、これらの内袋により内部が区画さ
れることを特徴とする。このような発明により、一つのごみ容器で複数種類のごみの分別
投入を可能とし、省スペースでも設置することができる。
【０００９】
　前記構成において、前記容器本体は隅部にアールを設けた略直方体形状の外形状に形成
されるとともに、上部開口の長辺方向に沿って前記蓋体の傾斜面が設けられて、容器本体
の内部が上部開口の長辺方向を分割するように区画されていることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明において、前記蓋体の投入口は、蓋体の傾斜面に形成された互いに同形状
の複数個の開口孔に、投入口が開設された着脱自在な投入口部材を装着して設けられるこ
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とが好ましい。これにより、使用者の求めに応じて多様な分別形態のごみの回収が可能と
なる。
【００１１】
　より詳細には、前記投入口部材は、略円形あるいは楕円形の投入口、略矩形の投入口、
または開閉蓋付きの投入口のいずれかが形成されていることが好ましい。このように、投
入口の形状を異ならせることにより、投入を許容するごみの種類を限定し、また使用者に
もごみの分別をわかりやすく示すことが可能となる。
【００１２】
　また、本発明では、前記袋取付部材は、容器本体の上部開口縁の内側に沿って配設され
る押さえ枠と、容器本体の対向する側面間上部に架け渡される仕切材とを備え、前記仕切
材は、一体とされた平行板材に内袋の端部を係止可能な凸部が設けられて、平行板材間に
内袋の端部を折り返して係止させるとともに、前記押さえ枠にて前記内袋を容器本体の上
部開口縁の内側に沿って保持することを特徴とする。
【００１３】
　さらに、前記仕切材は、その両端部を、容器本体の上部開口縁における対向する内側面
にそれぞれ固着される固定部に固定しうる構造を有し、各固定部には、仕切材の端部を嵌
入可能な固定孔が複数個配設されていることが好ましい。このような構成により、容器本
体に内袋を好適に設置でき、作業性が高められるとともに、ごみの許容量に可変性をもた
せることが可能となる。
【００１４】
　また、本発明では、前記容器本体は、さらに、隣接して並べられた他の容器本体と一体
に結合可能な連結部材を備え、この連結部材は、隣接する容器本体の上部開口縁にそれぞ
れ嵌着されて挟持する二つの挟持部と、これらの挟持部間に設けられて隣接する蓋体の取
付クリアランスを形成する溝部とを有することを特徴とする。これにより、複数個のごみ
容器を一箇所に安定的に設置することができ、また連結されたごみ容器同士を離すことも
容易であり、より多様な使用形態に対応することが可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　上述のように構成される本発明の分別用ごみ容器によれば、一つのごみ容器で複数種類
のごみの分別投入を可能とすることができ、少ないスペースでも設置することが可能であ
る。また、ごみ容器の中にセットする内袋も、分別数に対応させて複数枚をきちんと保持
することができ、投入後のごみの回収や内袋の取り替え作業も容易に行える構造となされ
ている。また、本発明のごみ容器の構成によれば、既設のごみ容器の容器本体をそのまま
利用することも可能であり、分別仕様のごみ容器に変更することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る分別用ごみ容器を実施するための最良の形態について、図面を参照
しつつ説明する。
【００１７】
　図１は本発明に係る分別用ごみ容器の一例を示す斜視図であり、図２は、ごみ容器の蓋
体を示す斜視図である。なお、説明の便宜上、図１中に示すように前後方向および左右方
向を規定するが、ごみ容器の正面位置は使用形態に応じて適宜である。
【００１８】
　ごみ容器１は、上部が開口した略有底角筒状の容器本体２と、容器本体２の上部に取り
付けられる蓋体３を有する。容器本体２は、図示しないが、内側に、ごみ回収用の内袋が
収容されるようになっている。
【００１９】
　容器本体２の側面上部には、蓋体３を着脱自在に保持するフック部材４が回動可能に設
けられている。フック部材４は、容器本体２の前面および後面上部に、対向させて一対設
けられている。また、容器本体２は、隅部にアールをもたせた外形状で形成されており、
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上部開口は、略縦長形状となっている。
【００２０】
　ここで、ごみ容器１を構成する容器本体２および蓋体３は、ポリプロピレン、ポリエチ
レン等の適宜の合成樹脂系材料を用いて、インジェクションブロー成形等により形成され
ている。
【００２１】
　ごみ容器１の蓋体３は、容器本体２の上部開口の長辺方向に、片流れ状に形成された傾
斜面３ａを備えている。図２に示す形態では、傾斜面３ａが後方から前方へ傾斜した片流
れ状に形成され、この傾斜面３ａの背面側は急勾配の傾斜面３ｂとなっている。蓋体３も
容器本体２と同様に隅部にアールを持たせた外形状であり、傾斜面３ａもアールを有する
ように形成されている。また、蓋体３は四周裾部が容器本体２の上部開口縁に覆い被さる
ように、段部３１が形成されており、容器本体２の上部に嵌め合わされる形状を有してい
る。
【００２２】
　図２に示すように、蓋体３は、傾斜面３ａの傾斜流れ方向に複数個の開口孔３２が形成
されている。例示の形態においては、傾斜面３ａに前後方向に並んで２つの開口孔３２が
配列されており、それぞれ略矩形の同形状に開設されている。これらの開口孔３２は、そ
れぞれ投入口部材３４ａ～３４ｃが装着されて、ごみ容器１のごみの投入口３５を形成す
る（図１参照）。各開口孔３２は、周縁部が傾斜面３ａの表面方向にリブ３３が立上げら
れている。
【００２３】
　図３は、ごみ容器１における投入口のバリエーションを示す斜視図であり、図４は、投
入口部材の例を示す裏面側の斜視図である。
【００２４】
　蓋体３に装着される投入口部材３４ａ、３４ｂ、３４ｃは、ごみの種類ごとに異なる孔
形状および色彩で形成されている。すなわち、投入口部材３４ａ～３４ｃは、略矩形状の
縁フレーム３４１に、異なる形態の投入口３５がそれぞれ設けられている。
【００２５】
　投入口３５の形状は複数種類あり、例えば、缶や瓶、ペットボトルなどの投入を許容す
る円形状の投入口３５を有する投入口部材３４ａ（図４（ａ）参照）、また、可燃ごみあ
るいは不燃ごみ等の不定形のごみの投入を許容する略矩形状の投入口３５を有する投入口
部材３４ｂがある。さらに、略矩形状の投入口３５に開閉蓋３５１が取り付けられた開閉
蓋付き投入口３５を有する投入口部材３４ｃ（図４（ｂ）参照）もある。円形状の投入口
３５は、特にペットボトル用に楕円形状であってもよい。
【００２６】
　これらの複数種類の投入口部材３４ａ～３４ｃは、ごみ容器１の分別形態に応じて、蓋
体３の開口孔３２に組み合わせ自在に装着される。例示した図１では、蓋体３の前方の開
口孔３２に開閉蓋３５１付きの略矩形状の投入口３５が設けられた投入口部材３４ｃが装
着されている。また、後方の開口孔３２には、円形状の投入口３５を備えた投入口部材３
４ａが装着されている。図３（ａ）では、投入口部材３４ｂと投入口部材３４ａが、図３
（ｂ）では、投入口部材３４ｃと投入口部材３４ｂが、さらに図３（ｃ）では、投入口部
材３４ｂと投入口部材３４ｃが、それぞれ組み合わせられて蓋体３に装着されている。
【００２７】
　また、投入口部材３４ａ～３４ｃは、投入口３５の形状、すなわち投入を許容するごみ
の種類に応じて、異なる色で形成されていることが好ましい。例えば、缶回収用の投入口
３５であれば黄色の投入口部材３４ａとし、瓶回収用の投入口３５であれば青色の投入口
部材３４ａとするなど、使用者に回収するごみの種類をわかりやすく示すことが可能であ
る。また、これらの投入口部材３４ａ～３４ｃの色は、容器本体２および蓋体３の色とも
異なることが望ましい。
【００２８】
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　図４に示すように、投入口部材３４ａ、３４ｃは、蓋体３の開口孔３２に嵌入する内枠
３４２が裏面側に立設され、この内枠３４２には、開口孔３２に係止する複数の爪部３４
３が突設されている。
【００２９】
　図５は、容器本体２の内側の構造を示す斜視図である。例示するように、容器本体２に
は、２枚の内袋を保持しうるように袋取付部材５が配設される。袋取付部材５は、前記蓋
体３の投入口３５の配置に対応させて設けられ、容器本体２に設置される内袋により、容
器本体２の内部は前後に区画される。
【００３０】
　袋取付部材５は、容器本体２の上部開口縁の内側に沿って配設される押さえ枠５１、５
１と、容器本体２の対向する側面間上部に架け渡される仕切材５２とを備えている。押さ
え枠５１、５１は、それぞれ容器本体２の長辺方向の側面中央上部の支点２１に支着され
、容器本体２の上部内周に沿って略コ字状に形成されている。各押さえ枠５１、５１は、
支点２１を回動中心として、起伏自在に軸支されている。
【００３１】
　また、例示の場合、蓋体３において前後に均等配置された投入口３５（開口孔３４）に
対応して、容器本体２の内部が上部開口の長辺方向を二分割するように、仕切材５２が配
設される。仕切材５２は、一体とされた二枚の平行板材５２１、５２１に、内袋の端部を
係止可能な凸部５２２が設けられている。例示の場合、凸部５２２は複数個が均等間隔で
設けられて、略波形状を形成している。
【００３２】
　また、仕切材５２は、その両端部が下方へ突出した固定片５２３となされ、容器本体２
の上部開口縁における支点２１に固着された固定部５３、５３に支持されている。各固定
部５３には、仕切材５２の固定片５２３を嵌入可能な固定孔５３１が、複数個配設されて
いる。容器本体２の大きさに応じて、固定部５３のいずれかの固定孔５３１を選択して仕
切材５２の固定片５２３、５２３を嵌入させるようにする。これにより、一種類の長さの
仕切材５２で、異なる容器本体２の内法寸法に対応することができる。
【００３３】
　このように、容器本体２の上部開口縁に、袋取付部材５を配設することにより、容器本
体２内には内袋を容易に設置することができる。すなわち、内袋の端縁部を、押さえ枠５
１と容器本体２との間に挟み込むとともに、仕切材５２の平行板材５２１、５２１間に、
内袋の残りの端縁部を折り返して挟み込み、複数の凸部５２２…５２２で係止させること
ができる。これにより、容器本体２の内部は、内袋によって二分され、二種類のごみを分
別して回収することが可能となる。
【００３４】
　これにより、容器本体２の内部は内袋のみで区画されて、仕切板などで明確に領域を区
分されていないので、一方の内袋のごみが多くなっても許容される。すなわち、ごみ容器
１は複数枚の内袋を袋取付部材５のみで保持する構成であるので、容器本体２の内部で、
内袋はその大きさを自由に拡げることができる。例示のように保持される２枚の内袋は、
その間に仕切板等を介在させないので、一方の内袋が投入されたごみでいっぱいになって
も、他方の内袋が設置されている方へふくらむことができ、ごみの投入許容量に幅をもた
せることができる。これにより、一方の投入口３５から投入されるごみの量が他方より多
い場合でも、直ちに一方の内袋を交換しなければならないということは避けられ、内袋の
交換頻度を少なくして、ごみの回収をすることも可能となる。
【００３５】
　かかるごみ容器１は、単独で設置されるだけでなく、図６に示すように、複数個が隣接
配置される利用形態も可能である。そして、蓋体３の投入口３５を、複数種類の投入口部
材３４ａ～３４ｃを組み合わせて装着することで、多様なごみの分別形態に対応すること
ができる。この場合、容器本体２は、隣接して並べられた他の容器本体２と、連結部材６
により一体に結合される。
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【００３６】
　図７は、連結部材６の一例を示す斜視図であり、図８は容器本体２同士の連結部の部分
断面図である。この連結部材６は、隣接する容器本体２、２の上部開口縁にそれぞれ嵌着
されて挟持する二つの挟持部６１、６１と、これらの挟持部６１、６１間に設けられて蓋
体３の取付クリアランスを形成する溝部６２とを有する形状となっている。溝部６２には
、連結リブ６３が配設され、側面に着脱爪６４、６４が弾性的に形成されている。着脱爪
６４は、溝部６２の底部から立設され、外方へ突出している。これにより、図８に示され
るように、挟持部６１で挟み込んだ容器本体２の端縁部を、下方から着脱爪６４の屈曲し
た先端部が係合保持して、連結部材６が容器本体２に固着される。着脱爪６４は弾性的に
形成されているので、容器本体２との係合解除も容易であり、連結部材６の着脱も適宜行
うことができる。固着された連結部材６の溝部６２には、隣接するごみ容器１同士の各蓋
体３の四周裾部が挿入される。
【００３７】
　このように構成されるごみ容器１は、図１に示すように前後方向に投入口３５が配置さ
れているので、場所をとらず狭い幅スペースにも設置することができる。また、蓋体３の
傾斜面３ａの流れ方向に複数の投入口３５が配列された形態であるため、ごみ容器１が奥
行き方向に長くとも、後方の投入口３５にもごみを投入しやすく形成することができる。
【００３８】
　さらに、図６に示すように、ごみ容器１を２個並設したり、図示しないが３個以上連結
して設置したりする使用形態も可能であり、投入口３５の形態の組み合わせにより、省ス
ペースで多様なごみの分別回収を行うことができる。ごみ容器１同士は、連結部材６で結
合されているので、がたついたり倒れたりする不都合も生じず、好適に利用することがで
きる。
【００３９】
　なお、容器本体２と蓋体３とは、互いに対をなす一組のごみ容器１として提供されても
よいが、既に使用されている規定容量の容器本体２に対し、適応する大きさの蓋体３を新
たに提供して、ごみの分別を促進する利用形態も可能である。また、容器本体２および蓋
体３を透明体で形成して、投入されたごみをごみ容器１の外側から視認できるようにする
ことで、ごみの分別意識が高まり、効果的に分別回収を進めることが可能となる。
【００４０】
　また、本発明のごみ容器１は、各部材の構成を他の様々な形で実施することができる。
そのため、上述の実施形態はあらゆる点で単なる例示にすぎず、限定的なものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明に係るごみ容器の一例を示す斜視図である。
【図２】本発明に係るごみ容器の蓋体を示す斜視図である。
【図３】ごみ容器に設ける投入口の組み合わせバリエーションを示す斜視図である。
【図４】本発明における投入口部材の例を示す斜視図である。
【図５】本発明に係るごみ容器の容器本体を示す斜視図である。
【図６】本発明に係るごみ容器の使用形態の一例を示す斜視図である。
【図７】連結部材の斜視図である。
【図８】ごみ容器同士の連結部を示す拡大した部分断面図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　　ごみ容器
　２　　容器本体
　３　　蓋体
　３ａ　傾斜面
　３１　段部
　３２　開口孔
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　３３　リブ
　３４　投入口部材
　３５　投入口
　４　　フック部材
　５　　袋取付部材
　５１　押さえ枠
　５２　仕切材
　５３　固定部
　６　　連結部材
　６１　挟持部
　６２　溝部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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